
（様式第３号)

業務等 局庁 課 法令等の名称 基準
特定
業務

産業廃棄物処
理業務

大臣
官房

厚生課 廃棄物の処理
及び清掃に関
する法律

マニュ
フェスト
伝票の発
行

産業廃棄物
（エックス線
フィルム）

大臣
官房

厚生課

農林水産省本
省庁舎ごみ処
理業務

大臣
官房

経理課

庁舎管理業務

大臣
官房

経理課 騒音規制法 原動機の
定格出力
7.5kw以上

合同庁舎（本
館）排水除害
設備保守点検
業務

大臣
官房

経理課 下水道法 特定施設
では
pH,BOD,CO
D,SSなど
の水質基
準

廃トランス等
の保管

大臣
官房

経理課 ポリ塩化ビ
フェニル廃棄
物の適正な処
理の推進に関
する特別措置
法
(ポリ塩化ビ
フェニル処理
法)

適切な保
管及び届
出

少量危険
物、消防
署に届出

○

合同庁舎（本
館）油タンク
及び配管点検
業務

大臣
官房

経理課 消防法 重油タンク
（Ａ重油)3000
Ｌ
非常用自家発
電機

ガソリン
8000Ｌ
自家用給油取
扱所

・危険物貯蔵施設の配
置許可
・危険物取扱者の届出
・貯蔵、取り扱いの基
準の遵守

・廃棄物の処
理及び清掃に
関する法律

・産業廃棄物保管基準
の遵守
・産業廃棄物の収集、
処理委託基準の遵守
・産業廃棄物管理票に
よる管理

マニュ
フェスト
伝票の発
行

エックス線
フィルム
（診療所）

紙類、ビン、
カン等

・特別管理産業廃棄物
保管基準の遵守
・特別管理産業廃棄物
の収集、処理委託基準
の遵守
・特別管理産業廃棄物
管理責任者の設置
・特別管理産業廃棄物
の処理に関する事項の
報告

・ＰＣＢ廃棄物の適切
な保管及び届出
・ＰＣＢ廃棄物の適正
な処分

廃トランス
（ＰＣＢ含有
廃棄物）

・特定施設の届出
・騒音規制基準

排風機（別
館）２機で
１１ＫＷ

・特定施設の届出
・水質の測定業務

排水除害施設

法的要求事項等調査表

主な要求事項
対象設備・

物質等

・感染性廃棄
物（診療所）



業務等 局庁 課 法令等の名称 基準
特定
業務

主な要求事項
対象設備・

物質等

庁舎管理業務

大臣
官房

経理課 エネルギーの
使用の合理化
に関する法律
(省エネルギー
法)

エネル
ギー消費
原単位を
年平均
１％以上
低減する
ことを目
標とし
て、可能
な範囲で
実現に努
める。

廃棄物の排出

大臣
官房

経理課 特定家庭用機
器再商品化法

マニュ
フェスト
伝票の発
行

自動車の交換

大臣
官房

経理課 自動車リサイ
クル法

自動車リ
サイクル
件の購入

年間消費電力
量
1032万ｋｗ／
年

・特定家庭用機器の長
時間使用と適切な処理

・シュレッダーダスト
等類の適切な処理

・エネルギー使用合理
化を行う努力義務
・エネルギー使用状況
の記録
・エネルギー管理員の
選任・届出

テレビ、冷蔵
庫、洗濯機、
エアコン

公用車


